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総論2

        潰               促進  制度 目指
すべき（その観点から、規制緩和には基本的に賛成）
概念的     重視    規制    全体的に引き上げること
は避けるべき
具体的な検討にあたっては、事業者を参画させ、実態を踏まえて慎
重 議論   

＜      影響 特 懸念   事項＞
収納代行 資金移動業 位置   規制強化
国内プレイヤーによるプラットフォームビジネスやシェアリングエコノミーが衰退

第三者型かつIC/サーバ型前払い式支払手段を100％保全に規制強化
現在の2倍 資金調達    発生           後退

現行 資金移動業 利用者資金受 入  送金上限 同 上限額 
設ける規制強化
一時的 受領 送金準備 重   場合 著  不便 
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第1章２．
(1)Ⅰ 資金移動業
① 第1類型： 高額 送金 取 扱 事業者
・ 新  制度 作   使           起          参入予定事業者 
意見 聞  適切 制度      留意   

② 第2類型：現行規制 前提 事業 行 事業者
・ 利用者資金 受入 額 送金上限額 同額 上限 設      反対
・ 一時的 送金準備 受領 重   場合 利用               の安定性
を欠くことになってしまう

③ 第3類型： 少額 送金 取 扱 事業者
・ 規制緩和には賛成
・ 少額要件 厳     利便性 著  下  使                  
サービス実態を踏まえて慎重に検討すべき

④保全方法 資金 取 扱 
・ 現在保全方法としてあまり使われていないものについてその原因を調査し、保全方法の
選択肢の多様化を図るべき
・ 受 入 上限額 達    場合 一律送金不可      安定性 欠   避  
べき
・ ② ③       移行      制度 検討   
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(1)Ⅱ 前払式支払手段
• 「送金類似          着目   何 似      ？
   間      送付 着目       加盟店  精算 着目       論点 
明確にすべき

• 紙型ではできなかった形のサービス提供がIC型/サーバ型でできるというのはIC型/サーバ型が
紙型 同 前払 式支払手段   資金決済法 定    時  変       規制強
化 理由      

• 前払 式支払手段         現金 同      現金 同    使      
 （発行者 契約関係   加盟店   使   ）
したがって、電子    資金移動  厳格 規制 平準化 統一     ない

• 第三者型 電子    加盟店  精算 常 現金 必要    仮 100％保全が求め
られることになれば、現状の2倍 資金調達            

•    増   有効期間 短縮 利用者側     負担    事態 招     これま
で安価  便利 利用     電子    魅力 無       恐    

• 電子マネーは日本において独自に発展を遂げてきた産業であり、キャッシュレス化の促進にとっ
て重要な役割を果たすものであるが、規制強化           化 流  止  恐 
がある
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(1)Ⅲⅰ 収納代行
•  収納代行  一律 資金決済法上 資金移動業    整理      強 反対
• 資金移動 同一    潜脱行為 評価                  議論   
• CtoC取引 収納代行      二重払  危険           社会的 経済的 
重大な被害が発生していない状況はBtoCと同じである

• 事象者の自主的取組で受け手の保護に資すると評価しうるものも存在する
•         内 取引 付随  形 行   収納代行  元 取引 一切関知   
形 完全 切 離   形 行   収納代行  区別   

• フリマアプリやシェアリングエコノミーなど、CtoC 取引 行              取
引 前 見 知   人      金 振 込            不安 解消  
利用者同士      防止      取引 付随  形           決済 
サービスを提供しているのが一般的であるし、消費者保護の観点からそのようなサービスの
提供が期待されている

• 仮にCtoC 収納代行 資金移動業 位置     場合 多大     発生    多
           決済機能 提供 断念    得  利用者 不安解消     
サービスになるか、産業そのものが無くなる可能性が大きい

•          競争力 強                   消費者保護 要請
 高                 収納代行 送金業規制 対象外 整理     と
認識

• CtoC収納代行  規制  国内              競争力低下        
の阻害を招く
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(1)Ⅲⅱ ポイント・サービス
• ポイントは昔も今もあくまで利用 応  獲得できるおまけや割引クーポンの類であり、マーケ
ティングのためのツールである

• 金融制度 中 組 込  規制対象        
(2)Ⅰⅱ 無権限取引 行   場合    

• 立法措置 不要    事業者 自主性 事業者間 競争 委              
 促進  多様      利用者 選択    利用            

(2)Ⅱ ポストペイサービス
• 少額・低リスクなサービスに対する規制緩和については歓迎
•                  決済      決済 請求書払 等 商慣行   通常行
われている一定期間内の後払いへの新たな規制には反対

第2章 金融    仲介法制
• ワンストップでの参入や手続きを可能にする仲介法制の整備に賛成
• 所属制 見直       見直  対象 過度 狭         留意   
• 仲介業者         報酬    限      留意   


